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(57)【要約】
【課題】デバイスの質量／体積寸法及びデザインにおけ
る大きな変更を要求せずに、デバイス間の無線通信リン
クのセキュリティを向上させ、ペアリング時間を短縮さ
せ、便利性及び機能性を増加させる簡単で安全な無線通
信方法を提供することにある。
【解決手段】本発明は、通信リンクを形成するための音
響信号を用いる無線通信装置及び方法を提供する。第１
のデバイスは、無線通信情報を生成し、無線通信情報を
音響信号に変換し、音響信号を、前記ラウドスピーカを
用いて伝送する。第２のデバイスは、マイクロホンを用
いて音響信号を受信し、受信された音響信号から無線通
信情報を抽出し、抽出した無線通信情報に従って確認信
号を生成し、確認信号を、無線通信チャンネルを通じて
第１のデバイスに伝送する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラウドスピーカを含むデバイスの音響信号を用いる無線通信方法であって、
　データ通信のための接続情報を生成するステップと、
　前記接続情報を可聴音の前記音響信号に変換するステップと、
　前記音響信号を、前記ラウドスピーカを用いて第２のデバイスに伝送するステップと、
を有する
　ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般に無線デバイス間の通信リンクの形成に適合した無線通信に関するもので
あって、特に音響信号を用いる無線通信方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
電話機ヘッドセットアセンブリ、イヤホンのような無線補助デバイスは、音声及び音楽プ
ログラムを伝送するためのデジタル伝送方式を通じてそれら各々の本体装置（電話機、通
信端末、移動ＰＣ、プレーヤーなど）と通信する。
【０００３】
デジタルフォーマットの伝送のためにラジオチャンネルを使用することは、より大きな有
効範囲（１０ｍ以上）と、特定暗号化技術を使用する場合に伝送機密性を保証することを
可能にする。無線イヤホン及び電話機ヘッドセットアセンブリで、ブルートゥース（blue
thooth）又はＷｉ-Ｆｉ（Wireless-Fidelity）のようなデジタルラジオ通信の標準システ
ムは、一般的に無線リンクを通じて使用される。このような長所にもかかわらず、この伝
送技術を使用するデバイスは、いくつかの大きな欠点を有する。
【０００４】
例えば、２個のデバイス間の保安リンク、すなわち不正（unauthorized）アクセス及び盗
聴から保護されるリンクの初期形成のために、２個のデバイスは、相互に識別し、暗号キ
ーを交換することを必要とする。不幸にも、ラジオチャンネルは、ペアリングされる（pa
ired）デバイスから適切な距離に放射され、不正行為者により容易にモニタリングできる
ため、このようなタイプのデータ伝送には適切でない。
【０００５】
ブルートゥース無線電話機ヘッドセットの既存モデルにおいて、ＰＩＮ（Personal Ident
ification Number）コードを用いる方法は、デバイスの接続に使用される。さらに、ＰＩ
Ｎコード（すなわち、特定数値及び数値-記号の組み合わせ）は、補助デバイスのメモリ
部に格納され、同時に用紙にプリントされ、あるいは与えられたデバイスのための電子フ
ォーマット文書で記録される。
【０００６】
このような補助デバイスと本体デバイスとの間に無線通信リンクを形成するための方法は
、図１に概略的に示され、次のような手順を遂行する。
【０００７】
（１）両デバイスの無線送受信器がターンオンされ、本体デバイスは使用可能な補助デバ
イス、例えばハンズフリーヘッドセットのようなブルートゥースタイプデバイスを検索す
る。
【０００８】
（２）本体デバイスは、検索された補助デバイスのリストの中で名称によって“自分の”
補助デバイスを識別する。
【０００９】
（３）補助デバイスのＰＩＮコードは、以後本体デバイスにキーボードを通じて入力され
る。
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【００１０】
（４）その後に、接続されたデバイスは共有された“個人”ＰＩＮコードを適用して認証
手順を遂行し、暗号化されたデータを、ラジオチャンネルを介して交換する（例えば、多
様な認証及び暗号化アルゴリズムが使用され得る）。
【００１１】
（５）両デバイスが同一のＰＩＮコードを使用する場合には、認証及び暗号化手順が成功
的に遂行され、通信チャンネルが形成される（すなわち、デバイス間のデータ交換が許可
される）。そうでないと、通信チャンネルのセットアップが形成されない。
【００１２】
上記した手順で、（１）～（３）の動作はユーザーによって遂行される。しかしながら、
共有された個人ＰＩＮコードは、デバイスからのラジオ信号（例えば、ブルートゥース信
号）が相当な距離でも不正行為者によってインターセプトされ得るので、ラジオチャンネ
ルを通じて伝送されることができない。例えば、２級（class-2）装置も一般的に１０ｍ
の有効範囲のみを有するが、高品質の受信器及び２級のビームアンテナでは、信号が１.
８ｋｍに達する距離で誤りなしに受信されることができる。
【００１３】
したがって、ユーザーがＰＩＮコードを個人的に入力し、このような情報の機密性を保証
すべきである。
【００１４】
残念なことに、上記したアプローチは、セキュリティ及び有用性の観点で数個の欠点を有
する。
【００１５】
第１に、ＰＩＮコード情報は、デバイスとのペアリング途中でユーザーに常に利用可能で
なければならないが、ＰＩＮコード文書が破損され、あるいはその瞬間利用できないので
、常に利用可能であることではない。
【００１６】
第２に、ＰＩＮコードは、認証されないアクセスに対する信頼性あるデバイス保護のため
に十分に長くなければならない。しかしながら、キーボードは、デバイスで通常画面上に
現れるので、これは長いＰＩＮコードを入力するのに不都合があり得る。その結果、長い
ＰＩＮコードの受動入力中に誤りが発生する可能性が増加するようになり、長いＰＩＮコ
ードはユーザーに一層忘れられる可能性が大きい。
【００１７】
これら欠点を克服するために、電話機ヘッドセット及び他の類似補助デバイスの製造者は
、より短く及び／又はより記憶に容易なＰＩＮコード、例えば、“００００”を用いてペ
アリング手順を簡素化する。しかしながら、このような短いＰＩＮコードは、不正行為者
からの潜在的な攻撃（例えば、他のデバイスを本体に平行接続及びそのモニタリング）を
受ける可能性が大きい。
【００１８】
さらに、製造業者がさらに長いＰＩＮコードを使用する場合でも、ＰＩＮコードが固定さ
れていると、上記システムは、認証されていないアクセスの危険に置かれる。例えば、侵
入者がＰＩＮコードを見いだすようになると（例えば、文書の監視、ディスプレイ上の入
力をのぞき見など）、その後に侵入者はデバイスと認証されない接続を形成するためにい
つでもこのような情報を使用することが可能なようになる（例えば、侵入者は自動車ハン
ズフリーキットを盗聴装置として使用できる）。
【００１９】
無線通信リンクを形成するためのより安全で簡単な方法は公知されている（すなわち、新
たな規格のブルートゥースバージョン２.１）。公開キーを用いる新たな暗号化方法を使
用するため、標準開発者は、比較的短いＰＩＮコードとしても強化された通信保護を達成
するために努力している（例えば、６ディジットＰＩＮコードが従来の標準における１５
単位の英数字ＰＩＮコードと同一の保護程度を提供する）。この場合にも、ユーザーは相
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変らずキーボードを通じて自らＰＩＮコードを入力しなければならなくて、補助デバイス
に表示エリア及び／又はデータ入力デバイスがない場合には（これは電話機ヘッドセット
及びイヤホンで全く一般的である）、ＰＩＮコードが固定される。
【００２０】
上記した方法の他の欠点は、接続開始前に、補助デバイスが動作（１）及び（２）を遂行
するために「ビジブル（visible）」又は「検出可能（detectable）」モードになり、す
なわち補助デバイスがリンク形成を試す他のデバイスの要求に応答しなければならないこ
とであり、これはまた潜在的に危険を伴う（例えば、不正行為者は、このような方式で車
に残っているデバイスを検出し、その後にそれを盗むために車に侵入する）。
【００２１】
無線通信リンクを形成するための他の技術及び無線通信システムは、追加的な無線チャン
ネル（radio channel）を通じて伝送されるキーを使用する。この場合には、追加的なＮ
ＦＣ（Near Field Communication）送受信器及び制御器が補助デバイスに導入されなけれ
ばならず、これは構造を相当に複雑にし、質量／体積及びデバイスのコストを増加させ、
市場でそのデバイスの競争力を弱化させる。
【００２２】
無線通信リンク形成及び無線通信システムのためのもう一つの技術は、２００６年１月２
７日付けで公開された“ＲＵ２００５１３０４８３，Ｈ０４Ｌ １２／５６，SONY ERICKS
ON MOBILE COMMUNICATIONS AB（SE）”に開示されている。この文書では、通信リンク形
成の手順が本体デバイスと補助デバイスとの間で初期化される。その後、通信信号は、補
助装置で生成され、移動セルラーネットワークに基づいた追加通信リンクを通じて伝送す
るための信号に変換され、セルラー通信によってターンオン状態の本体デバイスに伝送さ
れる。動作モードは、補助デバイスの基本通信リンクによって設定される。通信信号は、
本体デバイスで受信されたデータから抽出される。受信された通信信号が本体デバイスに
格納されている通信信号と同一であると、通信リンクは、基本通信リンクによって補助デ
バイスと本体デバイスとの間に形成される。
【００２３】
しかしながら、上記した文書において、両デバイスは、セルラーネットワークへの接続を
必要とするが、多くのデバイス（例えば、ＭＰ３プレーヤー、無線ヘッドセットなど）は
セルラー接続を提供しない。また、ネットワーク運営サービスは、ユーザーに経済的に有
利でない有料サービス（例えば、ＳＭＳ（Short Message Service））である。さらに、
セルラーネットワークは、いつでもどこでも活用可能ではないという問題点がある。最後
に、ネットワーク負荷が重い場合にはリンク形成に長い時間がかかるという問題点がある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２４】
【特許文献１】特開２００５－３３３６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
したがって、本発明は上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、その目
的は、デバイスの質量／体積寸法及びデザインにおける大きな変更を要求せずに、デバイ
ス間の無線通信リンクのセキュリティを向上させ、ペアリング時間を短縮させ、便利性及
び機能性を増加させる簡単で安全な無線通信方法を提供することにある。
【００２６】
本発明の他の目的は、補助デバイスから本体デバイスへ音響通信信号を伝送するために、
音響通信ラインを用いてデバイス間の無線通信リンクを形成することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
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上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、少なくとも一つのラウド
スピーカを含むデバイスの音響信号を用いる無線通信方法が提供される。その方法は、デ
ータ通信のための接続情報を生成するステップと、接続情報を音響信号に変換するステッ
プと、音響信号を、前記ラウドスピーカを用いて第２のデバイスに伝送するステップとを
有する。
【００２８】
本発明の他の態様によれば、少なくとも一つのマイクロホンを含むデバイスの音響信号を
用いる無線通信方法が提供される。その方法は、デバイスによってマイクロホンを用いて
前記音響信号を受信するステップと、受信された音響信号からデータ通信のための接続情
報を抽出するステップと、抽出した接続情報による確認信号を生成するステップと、確認
信号を、無線通信チャンネルを通じて第２のデバイスに伝送するステップとを有する。
【００２９】
また、本発明の他の態様によれば、少なくとも一つのラウドスピーカを備える第１のデバ
イス及びマイクロホンを備える第２のデバイスを含むシステムの音響信号を用いる無線通
信方法が提供される。その方法は、第１のデバイスによって無線通信情報を発生するステ
ップと、第１のデバイスによって無線通信情報を音響信号に変換するステップと、第１の
デバイスによって音響信号を、ラウドスピーカを用いて第２のデバイスに伝送するステッ
プと、第２のデバイスによってマイクロホンを用いて音響信号を受信するステップと、第
２のデバイスによって音響信号から無線通信情報を抽出するステップと、第２のデバイス
によって抽出した無線通信情報による確認信号を生成するステップと、第２のデバイスに
よって確認信号を、無線通信チャンネルを通じて第１のデバイスに伝送するステップと、
を有する。
【００３０】
さらに、本発明の他の態様によれば、音響信号を用いる無線通信装置を提供する。上記デ
バイスは、データ通信のための接続情報を発生し、接続情報を音響信号に変換するプロセ
ッサと、プロセッサから受信された音響信号をアナログ信号に変換する変換器と、変換器
から受信されたアナログ信号によって可聴音を生成するラウドスピーカとを含む。
【００３１】
本発明のもう一つの態様によれば、他のデバイスとリンクするために音響信号を用いる無
線通信装置が提供される。その装置は、他のデバイスから音響信号を受信するマイクロホ
ンと、受信された音響信号をデジタル信号に変換する変換器と、音響信号から他のデバイ
スとのデータ通信のための接続情報を抽出し、抽出した接続情報による確認信号を生成す
るプロセッサと、確認信号を、無線通信チャンネルを通じて他のデバイスに伝送する送信
器とを含む。
【００３２】
また、本発明の他の態様によれば、通信リンクを形成するための音響信号を用いる無線通
信装置が提供される。その装置は、無線通信情報を生成し、無線通信情報を音響信号に変
換し、音響信号を、前記ラウドスピーカを用いて伝送する第１のデバイスと、マイクロホ
ンを用いて音響信号を受信し、受信された音響信号から無線通信情報を抽出し、抽出した
無線通信情報による確認信号を生成し、確認信号を、無線通信チャンネルを通じて第１の
デバイスに伝送する第２のデバイスとを含む。
【発明の効果】
【００３３】
本発明の実施形態による無線通信リンクの形成方法及び無線通信システムは、デバイス検
出手順の実行及びＰＩＮコード入力が必要ではないので、保護リンクの形成時間をより短
くすることができる。また、上記した実施形態では、実際に人的要因（human-factor）の
排除によって不正確なＰＩＮコード入力（通信信号）の可能性がゼロに減少し、可聴音が
長いキーを含むことができるのでリンクセキュリティレベルが増加する。さらに、本発明
の実施形態では、既存のハードウェアの適用を含み、既に内蔵されたソフトウェアの変更
のみを要求するので、製品コストが実際に増加しない。
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【００３４】
本発明による実施形態の上記及び他の態様、特徴、及び利点は、添付の図面と共に述べる
以下の詳細な説明から、一層明らかになるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本体デバイスと補助デバイスとの間に無線通信リンクを形成するための従来の方
法を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による音響信号を用いて無線通信リンクを形成する無線通信
システムを示すブロック構成図である。
【図３】本発明の一実施形態による音響信号を用いる無線通信方法を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態による音響信号を用いて無線通信リンクを形成する動作を示
すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態による補助デバイスにおける音響信号を用いて無線通信リン
クを形成する動作を示すフローチャートである。
【図６】図５に示した音響信号の伝送中に音量の増加を示すグラフである。
【図７】本発明の一実施形態による本体デバイスにおける音響信号を用いて無線通信リン
クを形成する動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００３７】
本発明の範囲及び精神を逸脱することなく、以下に説明される本発明の様々な変形及び変
更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。な
お、公知の機能または構成に関する具体的な説明は、明瞭性と簡潔性のために省略する。
【００３８】
図２は、本発明の一実施形態による音響信号を用いて無線通信リンクを形成するための無
線通信システムを示すブロック構成図である。
【００３９】
図２を参照すると、無線通信システムは、基本的に、第１のデバイス１（例えば、本体（
base）デバイス）と第２のデバイス２（例えば、補助（auxiliary）デバイス）を含む。
第１のデバイス１は、例えば移動電話機であり、第２のデバイス２は、例えば無線電話機
ヘッドセットであり得る。下記では、このような第１のデバイス１と第２のデバイス２と
の間で一次通信リンクがラジオリンクであることを説明する。特に、図２は、例として、
ブルートゥースデジタルラジオチャンネルを用いることを説明する。
【００４０】
第１のデバイス１において、送受信器（Ｔ１）１２は、ラジオチャンネル上の信号を、無
線インタフェース（air interface）を介して送受信する。プロセッサ（Ｐ１）１３は、
メモリ部（Ｍ１）１４及び制御部（Ｃ１）１５と連動する。マイクロホン１７は、アナロ
グ／デジタル変換器（ＡＤＣ）１６を通じてプロセッサ１３の入力に接続される。
【００４１】
第２のデバイス２において、送受信器（Ｔ２）２２は、ラジオチャンネルの信号を、無線
インタフェースを介して送受信する。プロセッサ（Ｐ２）２３は、メモリ部（Ｍ２）２４
及び制御部（Ｃ２）２５と連動する。ラウドスピーカ（loudspeaker）２７（例えば、受
信器インセット又はスピーカ）は、デジタル／アナログ変換器（ＤＡＣ）２６を通じてプ
ロセッサ２３の出力と接続する。少なくともボタン又はキーパッドのような一つのマニピ
ュレータ（manipulator）２８は、第２のデバイス２の外部面に設置され、ユーザーから
操作信号を受信して制御部（Ｃ２）２５に提供する。
【００４２】
第１のデバイス１の送受信器１２及び第２のデバイス２の送受信器２２は、データ伝送の
基本タイプ、例えばブルートゥース無線リンク（一次通信リンク）によって無線通信リン
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クの形成のためのものである。
【００４３】
第１及び第２のデバイス１，２のプロセッサ１３，２３は、マニピュレータ（具体的には
キーボード）、ディスプレイ、（第１のデバイス内の）ラウドスピーカ又は（第２のデバ
イス内の）マイクロホンのような追加デバイスに接続するために追加的な入力及び出力を
有することができる。
【００４４】
本発明の一実施形態によると、追加的なソフトウェアは、第１のデバイス１におけるプロ
セッサ１３のメモリ部１４に設置される。このソフトウェアプログラムは、特定の可聴音
（audible tone）を検出し、この検出された可聴音を復号化して有用な情報（通信信号）
を抽出して制御部１５に知られている情報又はプロセッサ１３のメモリ部１４に格納され
ている情報と比較するプログラムを含む。また、ソフトウェアプログラムは、一次通信リ
ンク（例えば、ブルートゥースリンク）の形成のために送受信器１２を通じて応答信号を
伝送するためのデータプログラムを含む。
【００４５】
このソフトウェアプログラムを使用して、第１のデバイス１は、他のデバイスとペアリン
グする場合に、可聴音の受信及び受信された音を復号化することにより、マイクロホン１
７を通じて可聴音に含まれる接続情報を受信することができる。
【００４６】
第２のデバイス２のプロセッサ２３は、第２のデバイスの通常の機能以外にも、追加的に
疑似ランダムキー（pseudorandom key）を生成し、ラウドスピーカ２７を通じて伝送する
ための可聴音の送信及び送受信器２２を通じて確認信号の検出を準備し、受信、伝送、伝
送禁止モードに第２のデバイス２を設定するための命令の発生を追加的に遂行する。
【００４７】
このような目的のために、追加的なソフトウェアは、本発明の一実施形態によれば第２の
デバイス２のプロセッサ２３のメモリ部２４に設置され、あるいは本発明の他の実施形態
によればプロセッサ２３に接続されている追加チップ上に設置される。同時に、プロセッ
サ２３のメモリ部２４（又は追加チップ）は、識別情報、例えば期待される確認信号を格
納する。
【００４８】
疑似ランダムキーの生成及び可聴音送信の準備が比較的少ないプロセッサリソースを要求
するため、追加機能は、第２のデバイス２で（低レベルのマイクロコントローラ又はデジ
タル信号処理器が使用されても）実現されることができる。加えて、本発明の上記した機
能は、現在生産されているいかなるデバイスにも実現できる。
【００４９】
したがって、本発明の多様な実施形態は、新たなデバイスの購買なしに、内蔵形（built-
in）ソフトウェアのアップデート（例えば、ファームウェアアップデート）によって、特
定の無線電話機ヘッドセット及びイヤホンに実施されることができる。新たにデザインさ
れるデバイスにおいて、追加ソフトウェア設置は大部分常に可能である。
【００５０】
したがって、プロセッサ１３，２３は、各々に設置された基本及び追加ソフトウェアを用
いて処理、成形、伝送、及び外部だけでなく各プロセッサユニットの素子間の命令及びデ
ータの交換を通じてその機能を遂行する。
【００５１】
図３は、本発明の一実施形態による音響信号を用いる無線通信方法を示す。
【００５２】
図３を参照すると、本発明の一実施形態による第１のデバイス１と第２のデバイス２との
間の無線通信方法は、ユーザーから無線通信のための開始要求命令を受信すると、第２の
デバイス２は、ステップ３０で、音響信号を用いて第１のデバイス１に接続初期化のため
の通信情報を伝送する。このような接続初期化情報は、デバイス１及び２の間で保安（se
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cure）通信のためのキーに関する情報（例えば、ＰＩＮコードのような疑似ランダム数）
を含む。
【００５３】
第１のデバイス１は、音響信号によって接続初期化情報を、マイクロホン１７を通じて受
信すると、ステップ４０で、受信された情報に基づいて生成された確認信号を第２のデバ
イス２に伝送する。確認信号は、無線通信チャンネル、例えば、デジタルラジオリンクを
通じて伝送され、その後にラジオリンクを通じて両デバイス間の無線通信が遂行できる。
【００５４】
第１のデバイス１にラウドスピーカがさらに提供され、第２のデバイス２にマイクロホン
がさらに提供される場合に、第１のデバイス１から第２のデバイス２に確認信号の伝送だ
けでなく、無線通信は、音響信号によって音響通信チャンネルを通じて遂行されることが
できる。この場合、全体音響信号帯域が適切に分割され、相互に異なる音響信号伝送帯域
が各デバイスから音響信号が混じることを防ぐように第１及び第２のデバイス１，２に割
り当てられる方式で、情報は、音響信号により第２のデバイス２と第１のデバイス１との
間で交換される。
【００５５】
図４は、本発明の一実施形態による第１のデバイス及び第２のデバイス間音響信号を用い
る無線通信リンクを形成する手順を示す詳細フローチャートである。
【００５６】
図４を参照すると、第２のデバイス２は、ステップ３１で、キー、デバイス識別子（ＩＤ
）、及び音響信号に変換する他の追加情報を準備する。ステップ３３で、第２のデバイス
２は、キー、デバイスＩＤ、及び追加情報を含む音響信号を生成してデバイス１に伝送す
る。第２のデバイス２は、ステップ３４で、音響信号に対する有効な応答信号が無線チャ
ンネル（例えば、ラジオチャンネル）を通じて受信されているか否かを判定するために無
線チャンネルをモニタリングする。音響信号に対する応答信号は、より詳細に後述される
ステップ４６で第１のデバイス１から伝送されることができる。
【００５７】
第２のデバイス２は、無線チャンネルで応答信号を受信すると、ステップ３５で有効な応
答であるか否かを判定し、有効な応答である場合には、ステップ３７で、無線チャンネル
で第１のデバイス１と保安通信を遂行する。しかし、第２のデバイス２が有効な応答信号
を受信しない場合には、ステップ３３に戻る。
【００５８】
第１のデバイス１は、ステップ４３で、マイクロホン１７を通じて音響信号（例えば、ス
テップ３３で第２のデバイス２から伝送された音響信号）をキャプチャする。ステップ４
４で、第１のデバイス１は、その音響信号を分析して同期化シーケンスを検出し、ステッ
プ４４で検出された音響信号の復号化を試す。第１のデバイス１は、ステップ４５で、復
号化に成功したか否かを判断する。復号化に成功した場合には、第１のデバイス１は、ス
テップ４６で、復号化されたデバイスＩＤ及びキーを用いて無線チャンネルを通じて応答
信号を伝送し、ステップ４７で、無線チャンネルを通じて第２のデバイス２と保安通信を
遂行する。上記復号化が失敗した場合には、第１のデバイス１は、ステップ４３で新たな
信号をキャプチャする。
【００５９】
図５は、本発明の一実施形態による第２のデバイスにおける音響信号を用いる無線通信リ
ンクを形成する動作を示すフローチャートである。図６は、図６に示した音響信号の伝送
中に音量の増加を示すグラフである。
【００６０】
図５を参照すると、第１のデバイス１（例えば、移動電話機）及び第２のデバイス２（例
えば、電話機ヘッドセット）がターンオン状態である場合、電力供給を要求する素子の動
作に必要な電力が供給される。同時に、第２のデバイス２の送受信器２２は「インビジブ
ル（invisible）」モードで、デバイスから要求に応答しない。このために、第２のデバ
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イス２の制御部２５は、データ伝送遮断命令を送受信器２２に伝送する。一方、第１のデ
バイス１の送受信器１２はデータ受信／伝送モードに置かれ、第２のデバイス２の送受信
器２２は受信モードに置かれている。実際に、送受信器１２，２２の動作モードは、必要
な場合に以後に設定されることができる。
【００６１】
第２のデバイス２が第１のデバイス１と通信リンクの形成を要求する場合に、ターンオン
状態の第２のデバイス２は、少なくとも一つのマニピュレータ２８（例えば、キー、ボタ
ンなど）を通じて受信されたユーザー入力によって制御部２５から開始信号を生成するこ
とで、無線通信リンクの生成手順を初期化する。これは、本発明の実施形態による唯一の
ユーザー側の動作である。例えば、ユーザーは、第２のデバイス２で所定のキーを押すこ
とによってプロセスを初期化することができる。
【００６２】
ユーザーがボタンを数回押し、あるいは所定時間（例えば、５秒）の間ボタン押し動作を
保持するなど、ペアリングプロセス開始のために、多様な変形が可能である。デバイス製
造者は、第２のデバイス２にペアリングプロセス開始のために他の組み合わせを選択する
こともできる。例として、本発明の他の実施形態により、初期化は、第２のデバイス２の
ターンオン以後に直ちに（ユーザーのいかなる追加動作なしに）遂行され得る。
【００６３】
開始信号が制御部２５に提供される場合に、第２のデバイス２のプロセッサ２３は、ステ
ップ５１で疑似ランダムキー（ＰＩＮコードと類似）を生成し、ステップ５２で、メモリ
部２４に格納されている第２のデバイスのモデル及び名前、及び／又は追加情報（例えば
、現在時刻、データなど）のような第２のデバイス２の識別情報を疑似ランダムキーに追
加する（例えば、疑似ランダムキーのオーバーラッピング又は疑似ランダムキーの開始／
終了に追加する）。ステップ５３で、その情報は符号化されて同期化シーケンスに追加さ
れる。この通信信号は、ステップ５４で、疑似ランダムキー及び識別情報を含む音響通信
信号（すなわち、二次通信リンクを通じて伝送される信号）に変換される。同時に、制御
部２３は、ラウドスピーカ２７を通じて音響信号を発生するための可聴音の送信を用意す
る。
【００６４】
ステップ５５で、ＡＤＣ２６は、プロセッサ２３から受信した音響信号をアナログ信号に
変換してラウドスピーカ２７に提供する。この音響信号は、ラウドスピーカ２７で直接制
御され、制御部２５から“ｌｏｕｄｅｒ”信号によって制御されるボリュームでラウドス
ピーカ２７を通じて伝送される。同時に、送受信器２２は、以前に受信モードが設定され
ていないと、制御部２５からプロセッサ２３への命令によって、受信モードに置かれる。
【００６５】
音響信号を受信すると、第１のデバイス１は、確認信号で応答できる。第２のデバイス２
は、ステップ５６で、有効な応答が無線チャンネルを通じて受信されたか否かを判定する
ために無線チャンネル（例えば、ラジオチャンネル）をモニタリングする。ステップ５７
で、第２のデバイス２は、有効な応答信号が受信されたか否かを判定する。有効な応答信
号が受信された場合（すなわち、確認信号に含まれる情報は初期に第２のデバイスで生成
した疑似ランダムキー及び識別情報と一致する場合）、第２のデバイス２は、ステップ５
９で、ラウドスピーカ２７を通じて音響信号の伝送を終了し、一次通信チャンネルを通じ
て第１のデバイス１と第２のデバイス２との間に保安リンクが形成される伝送モードに送
受信器２２を置く。すなわち、音響信号の伝送が終了すると、第１及び第２のデバイス１
，２の間でラジオチャンネル上の無線通信リンクを通じてのデータ交換が許可される。情
報伝送は、ラジオチャンネルを介して第１のデバイス１から第２のデバイス２に可能であ
る。したがって、第２のデバイス２は、音響信号の受信に関して第１のデバイス１からの
受信応答直後に「インビジブル（invisible）」モードとされ得る。
【００６６】
しかしながら、第２のデバイス２は、ステップ５７で、第１のデバイス１からの有効な応
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答信号の受信に失敗する場合には、ステップ５８で音響信号のボリュームを所定レベルだ
け増加させ、ステップ５４に戻る。本発明の実施形態によって、音響信号のボリュームは
、図６に示すように、徐々に増加する。
【００６７】
不正行為者が伝送側デバイス（すなわち、第２のデバイス２）により伝送される音響信号
をインターセプト又は復号化できる場合には、ラジオリンクのセキュリティは破壊される
ことができる。したがって、本発明の一実施形態によって、音響信号は、セキュリティの
向上のために、できるだけ低いボリュームを放出しなければならない。しかしながら、第
１のデバイス１及び第２のデバイス２は、ノイズ環境に位置され得る。したがって、保安
リンクの形成のために、セキュリティを最大限維持しつつ、本発明の一実施形態によって
、第２のボリュームは、図６に示すように音量を必要なだけ徐々に増加させる。
【００６８】
初期には、第１のデバイス１は、低い音量を有する音響信号から情報を抽出できない。し
かしながら、音響信号の信号レベルが検出されるのに十分になると、第１のデバイス１は
、データの復号化及びリンク形成をすぐ開始できる。第２のデバイスがラジオチャンネル
を通じて確認信号を受信する場合には、音響信号伝送を中断する。その結果、音響信号ボ
リュームは「十分なレベル」を超えなくなる。
【００６９】
さらに、不正行為者は、通常遠く離れており、インターセプトのためには、より高いボリ
ュームの音響信号を必要とする。したがって、上記の方法は、不正行為者が音響信号をイ
ンターセプトすることを防止できる。
【００７０】
不正行為者による音響信号のインターセプトを防止するために、音響信号の許容最大ボリ
ュームを設定してもよい。また、最大音響信号伝送時間が設定されることもできる。例え
ば、最大ボリューム又は時間を超える場合には、リンク形成手順が中断できる。
【００７１】
本発明の一実施形態によると、第２のデバイス２が新たなリンク形成を試みる度に、新た
なキーを生成し、それによって不正行為者がキーをインターセプト可能であっても、この
不正行為者は、反復されるリンク形成にインターセプトしたキーを使用することができな
い。
【００７２】
リアルタイムで可聴音の成形のために、５～１５ＭＩＰＳ（million operation per seco
nd）のプロセッサ性能が好ましい。このようなタイプのデバイスの大部分は、内蔵形３０
ＭＩＰＳ性能のマイクロプロセッサ及びブルートゥースプロトコルの全体実現のためによ
り高い性能のプロセッサを有する。
【００７３】
さらに、デバイス内蔵形マイクロプロセッサの性能が要求される性能より低い場合には、
リアルタイムではできないが、可聴音を生成することは相変らず可能である。この場合、
本発明の一実施形態によると、可聴音のリードアウト（readout）は、マイクロコントロ
ーラによって予め生成され、デバイス短期メモリに記録される。その後、伝送のために記
録された信号は、例えば、周期的な反復によって再生される。このような実現では、ユー
ザーがペアリング手順を初期化した場合と、可聴音再生を開始する場合の瞬間に１～２秒
の短い一時停止が生じうる。しかしながら、このような一時停止は、一般ユーザーにほと
んど不便さを与えない。
【００７４】
詳細な成形方法及び音響信号のコンテンツは、本発明の要旨と直接的に特別に関連せず、
異なることができることに留意すべきである。したがって、これ以上の詳細な説明を省略
する。
【００７５】
実際に、データ伝送距離は、外部の音響雑音のレベル、可聴音再生のボリューム、及びマ
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イクロホンの感度に基づく。多くの場合に、実際距離は、特にヘッドホン及び電話機ヘッ
ドセットアセンブリに使用される低電力音響変換器（transducer）においては、数センチ
メートルに縮小できる。しかしながら、このような状況は、不正行為者によるキー情報の
入手（picking up）を相当に難しくするため、実際には本発明の保安上長所となる。
【００７６】
また、通信リンクの速くて安全な形成のために第１のデバイス１及び第２のデバイス２が
可聴音の動作範囲内に（すなわち、約２～５０ｃｍの非常に近い距離に）位置すると仮定
する。このような位置は、類似したデバイスに対しても自然なことであり、ユーザーに便
利である。指示された距離で、第１のデバイス１のマイクロホン１７は、第２のデバイス
２によって放射される可聴音を容易に検出することができる。デバイス間の距離が最小距
離である場合に、不正行為者に対してそのペアリング（リンク形成）のインターセプトを
事実上不可能にする。
【００７７】
図７は、本発明の一実施形態による第１のデバイスにおける音響信号を用いる無線通信リ
ンクを形成する動作を示すフローチャートである。
【００７８】
図７を参照すると、第２のデバイス２は、図５に示した手順で音響信号を第１のデバイス
１に伝送する。第１のデバイス１は、ステップ７１で、マイクロホン１７を用いて音響信
号を獲得する。ＡＤＣ１６は、受信された可聴音をデジタル化し、プロセッサ１３及び制
御部１５はこのデジタル音響信号を読み取ってデジタル処理を遂行する。特に、同期化シ
ーケンス検出はステップ７２で試し、この同期化シーケンスがステップ７３で検出された
か否かを判定する。ステップ７３で、同期化シーケンスが検出されていない場合には、第
１のデバイス１は、ステップ７１で新たな音響信号をキャプチャする。同期化シーケンス
が検出されると、第１のデバイス１は、ステップ７４で、音響信号をチャンネル等化（eq
ualization）、ノイズ除去、及び復号化によって処理する。
【００７９】
音響信号が制御部１５に知られている期待される通信信号と一致するか否かを決定するた
めに、疑似ランダムキー及び識別情報は、公知のアルゴリズムによって音響通信信号から
抽出される。復号化が失敗すると、第１のデバイス１は、ステップ７１で新たな音響信号
をキャプチャする。しかしながら、復号化が成功的に遂行されると、第１のデバイス１は
、ステップ７８で、受信されたキー及びデバイス識別情報に基づいて無線チャンネルを通
じて応答信号（すなわち、確認信号）を生成及び伝送する。ステップ７９で、保安ラジオ
リンクが形成されることによって、第１のデバイス１は、第２のデバイス２と保安チャン
ネルを通じて通信を遂行する。
【００８０】
確認信号は、ブルートゥースデバイス間の接続手順で無線通信接続を要求するための要求
信号に対応する。また、確認信号は、第１のデバイス１に関する識別情報を含むことがで
きる。
【００８１】
第１のデバイス１と第２のデバイス２との間の保安リンク形成手順は、一次通信リンクを
通じて基本データタイプにより開始される。送受信器１２が受信／送信モードに予め位置
されていない場合には、プロセッサ１３は、制御部１５から受信された命令に従ってモー
ド遷移を遂行する。
【００８２】
一次通信チャンネルを通じる保安リンク形成手順は、対称タイプ（共有された個人キーに
基づく）及び非対称タイプ（共有された個人キー及び公開キーに基づく）のうちいずれか
一つ又は両方すべて可能である。個人キーは、第１及び第２のデバイス１，２の双方に知
らされている。この個人キーは、第２のデバイス２によって生成され、音響通信リンクを
通じて第１のデバイス１に伝送される疑似ランダムキーに基づいて成形される。
【００８３】
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ステップ７８で、第１のデバイス１のプロセッサ１３及び制御部１５は、個人キーに基づ
いて確認信号（第２のデバイス２から音響信号の受信に応答して）を生成し、第１のデバ
イス１の送受信器１２は伝送モードに置かれる。確認信号は、送受信器１２に知られてい
る方法及び第１のデバイス１の空中（aerial）出力によって伝送される。受信モードで動
作する第２のデバイス２の送受信器２２は、第２のデバイス２の空中入力を通じて信号を
受信し、それを処理してプロセッサ２３に伝送する。
【００８４】
一次通信リンクを通じた個人キー伝送が必須でないことに注意すべきである。例えば、制
御部２５は、確認信号（すなわち、期待される確認信号）を公知のアルゴリズムによる個
人キーに基づいて成形し、一次通信チャンネルを通じて受信される類似した信号と比較す
る。信号成形方法及び確認信号のコンテンツは、上記の音響信号と同様に異なることがで
きる。
【００８５】
リンク形成時間は、特定範囲内で音響信号ボリュームの漸進的な増加時に多少増加できる
が、第１のデバイス１は、最小ボリュームで可聴音を復号化することが可能であるので、
不正行為者によるインターセプト及び可聴音の検出を相当に難しくして、リンク形成の保
安を向上させる
【００８６】
本発明の一実施形態によると、長い（そして潜在的に無限な）可聴音を発生するために、
下記のような２つの基本的なアプローチが使用される。
【００８７】
（１）同一の通信信号の周期的な反復
【００８８】
（２）以前の同期化シーケンスに反復的なインタリービングで、通信信号の成形中に無限
数の「パリティ（parity）」データを有する誤り訂正コードの適用
【００８９】
このように、高いレベルの干渉イミュニティ（interference immunity）が達成される。
しかしながら、これらのアプローチは、第１及び第２のデバイス１，２共に計算（comput
ational）リソースをさらに要求する。このような可聴音のデジタル処理は、通常、第１
のデバイス１のプロセッサ１３のいろいろなリソースを要求する。これは可聴音の検出及
び復号化のために、一般的に下記のように要求される事実に関連する。
【００９０】
-以前の同期化シーケンスに入力信号のコンボリューション（convolution）を計算するこ
と。
【００９１】
-ノイズ及び干渉の除去のためにデジタルフィルタリングを遂行すること。
【００９２】
-（多重経路サウンド伝播効果（multipath sound propagation effect）の補償のために
）チャンネル等化器（equalizer）で等化を遂行すること。
【００９３】
-誤り検出及び訂正のために、上記信号のフォワード誤り訂正復号化を遂行すること。
【００９４】
これらのすべての要求を満足させるためには、第１のデバイス１に５０～１５０ＭＩＰＳ
の性能を有するプロセッサが使用される。しかしながら、最近、スマートフォン及び通信
器（communicator）は、２００～１０００ＭＩＰＳプロセッサに基づいてデザインされて
いるので、実際に制約条件とならない。また、最近の大部分の廉価の移動電話機モデルで
も、１００ＭＩＰＳ以上の性能のプロセッサを有しているため、高価でない電話機モデル
でも与えられたペアリング方法を使用することが可能である。
【００９５】
保護リンクアルゴリズムの特定実施形態は、システムの暗号抵抗（crypto resistance）



(13) JP 2013-211925 A 2013.10.10

10

20

30

の要求によって相互に異なる可能性がある。しかしながら、このリンクは、可聴音の成形
に伝送される同一の通信信号（第２のデバイス２で形成される個人キー）の適用に基づい
て形成される。最も簡単な場合には、一定の電力の通信信号は、第１のデバイス１のマイ
クロホンによってその検出が十分な、一定時間（例えば、５秒）内に伝送される。
【００９６】
本発明の実施形態は本体デバイス及び補助デバイスを参照して説明したが、上記した用語
“第１”及び“第２”は説明の便宜のために使用されたものである。したがって、本発明
の実施形態は、参照とした本体及び補助デバイスと類似した機能を遂行するいかなるデバ
イスにも適用可能である。
【００９７】
また、本発明の実施形態がブルートゥース通信の文脈で説明されたが、本発明の実施形態
は他のラジオ又は無線通信方式にも適用されることができる。
【００９８】
以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求の
範囲を外れない限り、様々な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識
を持つ者には明らかである。したがって、本発明の範囲は、前述の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められるべきで
ある。
【符号の説明】
【００９９】
１２ 送受信器（Ｔ１）
１３ プロセッサ（Ｐ１）
１４ メモリ部（Ｍ１）
１５ 制御部（Ｃ１）
１６ アナログ／デジタル変換器（ＡＤＣ）
１７ マイクロホン
２２ 送受信器（Ｔ２）
２３ プロセッサ（Ｐ２）
２４ メモリ部（Ｍ２）
２５ 制御部（Ｃ２）
２６ デジタル／アナログ変換器（ＤＡＣ）
２７ ラウドスピーカ
２８ マニピュレータ（manipulator）。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月25日(2013.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラウドスピーカを含むデバイスの音響信号を用いる無線通信方法であって、
　データ通信のための接続情報を生成するステップと、
　前記接続情報を可聴音の前記音響信号に変換するステップと、
　前記音響信号を、前記ラウドスピーカを用いて第２のデバイスに伝送するステップと、
　前記第２のデバイスから確認信号を受信するステップと、
　前記音響信号の伝送を中断するステップと、
　前記データ通信のために、無線通信チャンネルを介して前記第２のデバイスと無線通信
を遂行するステップと、
　前記第２のデバイスから確認信号が受信されない場合、前記音響信号のボリュームを徐
々に増加するステップと、を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記無線通信を遂行するステップは、
　ラジオ通信チャンネルを用いて通信するステップと、
　音響通信チャンネルを用いて通信するステップのうちいずれか一つを有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記無線通信を遂行するステップは、
　音響通信チャンネルの音響信号伝送帯域を使用して前記デバイスによって伝送するステ
ップと、
　前記音響通信チャンネルとは異なる音響通信伝送帯域を使用して前記第２のデバイスに
よって伝送するステップと、を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記接続情報は、保安通信のためのキー情報と前記デバイスに関する識別情報を含み、
　前記確認信号は、前記キー情報、前記デバイスに関する識別情報、及び前記第２のデバ
イスに関する識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記接続情報は、前記デバイスに関する識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記接続情報は、疑似ランダムキーを含む
　ことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　マイクロホンを備えたデバイスの音響信号を用いる無線通信方法であって、
　前記デバイスによって前記マイクロホンを用いて可聴音の前記音響信号を受信するステ
ップと、
　前記受信された音響信号からデータ通信のための接続情報を抽出するステップと、
　前記抽出した接続情報に従って確認信号を生成するステップと、
　確認信号を、無線通信チャンネルを通じて第２のデバイスに伝送するステップと、
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　データ通信のために、前記無線通信チャンネルを介して前記第２のデバイスと無線通信
を遂行するステップと、を有し、
　前記第２のデバイスから確認信号が受信されない場合、前記音響信号のボリュームを徐
々に増加させ、前記確認信号が受信される場合、前記デバイスと前記無線通信チャンネル
を形成し、前記音響信号の伝送を中断する
　ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記確認信号を、前記無線通信チャンネルを通じて伝送するステップは、
　前記確認信号を、ラジオ通信チャンネルを通じて伝送するステップと、
　前記確認信号を、音響通信チャンネルを通じて伝送するステップのうちいずれか一つを
有する
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のデバイスと無線通信チャンネルを通じて無線通信を遂行するステップをさら
に有する
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のデバイスと無線通信チャンネルを通じて無線通信を遂行するステップは、
　音響通信チャンネルの音響信号伝送帯域を使用して前記デバイスによって伝送するステ
ップと、
　前記音響通信チャンネルと異なる音響通信伝送帯域を使用して前記第２のデバイスによ
って伝送するステップと、を有する
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記確認信号は、前記デバイスに関する識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記接続情報は、保安通信のためのキー情報と前記第２のデバイスに関する識別情報を
含み、
　前記確認信号は、前記キー情報、前記第２のデバイスに関する識別情報、及び前記デバ
イスに関する識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　ラウドスピーカを備える第１のデバイス及びマイクロホンを備える第２のデバイスを含
むシステムの音響信号を用いる無線通信方法であって、
　前記第１のデバイスによって、無線通信情報を発生するステップと、
　前記第１のデバイスによって、前記無線通信情報を可聴音の音響信号に変換するステッ
プと、
　前記第１のデバイスによって、前記音響信号を、前記ラウドスピーカを用いて前記第２
のデバイスに伝送するステップと、
　前記第２のデバイスによって、前記マイクロホンを用いて前記音響信号を受信するステ
ップと、
　前記第２のデバイスによって、前記音響信号から無線通信情報を抽出するステップと、
　前記第２のデバイスによって、前記抽出した無線通信情報による確認信号を生成するス
テップと、
　前記第２のデバイスによって、前記確認信号を、無線通信チャンネルを通じて前記第１
のデバイスに伝送するステップと、
　前記第１のデバイスによって、前記第２のデバイスから確認信号を受信するステップと
、
　前記第１のデバイスによって、前記音響信号の伝送を中断するステップと、
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　前記第１のデバイスによって、前記無線通信チャンネルを通じて前記第２のデバイスと
無線通信を遂行するステップと、
　前記第１のデバイスによって、前記第２のデバイスから確認信号が受信されない場合に
、前記音響信号のボリュームを徐々に増加するステップと、を有する
　ことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記無線通信情報は、保安通信のためのキー情報及び前記第１のデバイスに関する識別
情報を含む
　ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記キー情報は、疑似ランダムキーを含む
　ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記確認信号は、前記キー情報、前記第１のデバイスに関する識別情報、及び前記第２
のデバイスに関する識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記無線通信チャンネルを通じて前記第２のデバイスと無線通信を遂行するステップは
、
　音響通信チャンネルの音響信号伝送帯域を使用して前記デバイスによって伝送するステ
ップと、
　前記音響通信チャンネルと異なる音響通信伝送帯域を使用して前記第２のデバイスによ
って伝送するステップと、を有する
　ことを特徴とする請求項１３乃至１６のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記確認信号を、前記無線通信チャンネルを通じて伝送するステップは、
　前記確認信号を、ラジオ通信チャンネルを通じて伝送するステップと、
　前記確認信号を、音響通信チャンネルを通じて伝送するステップのうちいずれか一つを
有する
　ことを特徴とする請求項１３乃至１６のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　他のデバイスとリンクするために音響信号を用いる無線通信装置であって、
　前記無線通信装置と前記他のデバイスとの間のデータ通信のための接続情報を生成し、
前記接続情報を可聴音の前記音響信号に変換するプロセッサと、
　前記音響信号をアナログ信号に変換する変換器と、
　前記アナログ信号によって前記他のデバイスで受信するための可聴音を発生するラウド
スピーカと、を含み、
　前記プロセッサは、前記無線通信装置によって確認信号が受信されていない場合に、前
記可聴音のボリュームを徐々に増加し、前記確認信号が受信される場合に、前記音響信号
の伝送を中断し、前記他のデバイスと無線通信チャンネルを通じて前記データ通信を遂行
する
　ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項２０】
　前記接続情報は、前記無線通信装置に関する識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２１】
　前記接続情報は、疑似ランダムキーを含む
　ことを特徴とする請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２２】
　他のデバイスとリンクするために音響信号を用いる無線通信装置であって、
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　前記他のデバイスから可聴音の音響信号を受信するマイクロホンと、
　前記受信された音響信号をデジタル信号に変換する変換器と、
　前記音響信号から前記他のデバイスとのデータ通信のための接続情報を抽出し、前記抽
出した接続情報に従って確認信号を生成するプロセッサと、
　前記確認信号を、無線通信チャンネルを通じて前記他のデバイスに伝送する送信器と、
を含み、
　前記他のデバイスは、無線通信デバイスから確認信号が受信されない場合、前記音響信
号のボリュームを徐々に増加させ、 前記確認信号が受信される場合、前記無線通信デバ
イスと前記無線通信チャンネルを形成し、前記音響信号の伝送を中断し、
　前記デバイスは、前記確認信号の伝送後、データ通信のために、前記無線通信チャンネ
ルを通じて前記他のデバイスと無線通信を遂行する
　ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項２３】
　前記無線通信チャンネルは、ラジオ通信チャンネル及び音響通信チャンネルのうちいず
れか一つを含み、前記送信器はラジオ送信器及びラウドスピーカのうちいずれか一つを含
む
　ことを特徴とする請求項２２に記載の無線通信装置。
【請求項２４】
　前記確認信号は、前記無線通信装置の識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項２２又は２３に記載の無線通信装置。
【請求項２５】
　通信リンクを形成するための音響信号を用いる無線通信装置であって、
　無線通信情報を生成し、前記無線通信情報を可聴音の音響信号に変換し、前記音響信号
を、前記ラウドスピーカを用いて伝送する第１のデバイスと、
　マイクロホンを用いて前記音響信号を受信し、前記受信された音響信号から無線通信情
報を抽出し、前記抽出した無線通信情報による確認信号を生成し、前記確認信号を、無線
通信チャンネルを通じて前記第１のデバイスに伝送する第２のデバイスと、を含み、
　前記第１のデバイスは、前記第２のデバイスから前記確認信号が受信されていない場合
に、前記音響信号のボリュームを徐々に増加させ、前記確認信号が受信される場合に、前
記音響信号の伝送を中断し、前記第２のデバイスと無線通信チャンネルを通じて前記デー
タ通信を遂行する
　ことを特徴とする無線通信装置。
【請求項２６】
　前記無線通信情報は、保安通信のためのキー情報及び前記第１のデバイスに関する識別
情報を含み、
　前記確認信号は、前記キー情報、前記第１のデバイスに関する識別情報、及び前記第２
のデバイスに関する識別情報を含む
　ことを特徴とする請求項２５に記載の無線通信装置。
【請求項２７】
　前記キー情報は、疑似ランダムキーを含む
　ことを特徴とする請求項２５に記載の無線通信装置。
【請求項２８】
　前記無線通信チャンネルは、ラジオ通信チャンネルと音響通信チャンネルのうちいずれ
か一つを含む
　ことを特徴とする請求項２５乃至２７のうちいずれか１項に記載の無線通信装置。
【請求項２９】
　前記無線通信チャンネルは、音響通信チャンネルを含み、前記第１のデバイス及び第２
のデバイスに対して相互に異なる音響信号伝送帯域が設定される
　ことを特徴とする請求項２５乃至２７のうちいずれか１項に記載の無線通信装置。
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